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福
祉
・
健
康

あ
い
ぽ
っ
く

健
康
係
・
地
域
保
健
係

�

☎ 

544
５
１
２
６

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

�

☎ 

543
７
３
０
３

�

※
申
し
込
み
は
、午
前
８
時
30
分
か
ら

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

☎ 

543
９
０
４
６

▼あきしま元気アップ教室
午前の部

10時30分～正午
午後の部

１時30分～３時
月 筋力マシントレーニング 筋力アップ体操

火 筋力アップ体操 筋力マシントレーニング音楽療法（基本クラス）
水 筋力マシントレーニング 筋力マシントレーニング

木 筋力マシントレーニング 筋力アップ体操音楽療法

金 筋力アップ体操 筋力アップ体操音楽療法

●
あ
き
し
ま
元
気
ア
ッ
プ
教
室

高
齢
者
介
護
予
防
通
所
サ
ー
ビ
ス
と

し
て
、左
の
表
の
と
お
り
行
い
ま
す
。　

期
間
７
月
〜
９
月　
場
所
あ
い
ぽ
っ

●５月の乳幼児健診�〈子育て世代包括支援センター〉
健 診 名 期 日・場 所 対　象

３～４か月児
　　　　健診

８日（火）・15日（火）
あいぽっく

平成30年
１月生まれ

１歳６か月児
　　歯科健診

14日（月）・28日（月）
あいぽっく
※育児相談も可

平成28年
10月生まれ

３歳児健診 ９日（水）・16日（水）
あいぽっく

平成27年
４月生まれ

※ ６～７か月児健診、９～ 10か月児健診は都内指
定医療機関で、１歳６か月児内科健診は市内指定
医療機関で、受診票を持って受診してください。
※ 受診できなかった場合は、問い合わせてください。

●
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
運
動
教
室
〜
ヨ
ガ

で
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
よ
う
〜　
初
心
者

向
け
の
ポ
ー
ズ
や
呼
吸
法
を
学
び
ま

す
。　
日
時
６
月
５
日（
火
）の
午
後

１
時
30
分
〜
３
時
30
分　
場
所
あ
い

ぽ
っ
く　
対
象
20
〜
65
歳
の
方　
定

員
30
人（
初
め
て
の
方
優
先
／
申
込

順
）　

保
育
３
か

月
以
上
の
未
就
学

児
15
人（
申
込
順
）　

申
込
５
月
９
日
か

ら
地
域
保
健
係
へ

●
離
乳
食
講
座

【
４
〜
６
か
月
児
対
象
】　
日
時
５
月

22
日（
火
）の
午
後
１
時
〜
２
時
30
分　

場
所
あ
い
ぽ
っ
く　

定
員
25
組（
申

込
順
）　
持
ち
物
ス
プ
ー
ン
、
小
皿
、

バ
ス
タ
オ
ル　
申
込
５
月
２
日
か
ら

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

【
９
〜
12
か
月
児
対
象
】　
日
時
５
月

23
日（
水
）の
午
後
１
時
〜
２
時
30
分　

場
所
あ
い
ぽ
っ
く　

定
員
25
人（
申

込
順
）　

保
育
９
〜
12
か
月
児
25
人

（
申
込
順
）　
持
ち
物
ス
プ
ー
ン
、
小

皿
、
バ
ス
タ
オ
ル　

申
込
５
月
７

日
か
ら
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
へ

●
乳
幼
児
歯
科
健
診　
健
診
を
初
め

て
利
用
す
る
方
を
対
象
に
、
説
明
を

　
省
エ
ネ
の
た
め
、
職
員
は
10

月
末
ま
で
軽
装
で
執
務
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、ご
理
解

を
お
願
い
し
ま
す
。

 

〈
職
員
係
〉

省
エ
ネ
で

�

ノ
ー
ネ
ク
タ
イ
に

行
い
ま
す
。　
日
時
６
月
７
日（
木
）

の
午
前
９
時
か
ら
、５
月
24
日（
木
）・

６
月
14
日（
木
）の
午
後
１
時
か
ら　

場
所
あ
い
ぽ
っ
く　
対
象
１
歳
〜
３

歳
６
か
月
児　
※
希
望
者
は
４
歳
ま

で
継
続
可　
定
員
各
８
人（
申
込
順
）　

持
ち
物
歯
ブ
ラ
シ
、コ
ッ
プ
、タ
オ
ル　

申
込
５
月
８
日
か
ら

子
育
て
世
代
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
へ

●
２
歳
児
す
こ
や
か
教
室　
日
時
６

月
12
日（
火
）の
午
前
９
時
30
分
〜
11

時
15
分　
場
所
あ
い
ぽ
っ
く　
対
象

平
成
28
年
５
月
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん

と
保
護
者　
内
容
講
義
、
親
子
遊
び　

申
込
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
へ

く　
対
象
65
歳
以
上
の
方　
※
要
支

援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
、

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
り
生
活

機
能
低
下
に
該
当
し
た
方
を
除
く　

定
員
各
15
人（
多
数
抽
選
）　
参
加
費

１
回
250
円　
申
込
５
月
９
日
ま
で
に

あ
す
は
の
会
事
務
室（
あ
い
ぽ
っ
く

内
）へ　
※
電
話
・
郵
送
で
の
申
し
込

み
は
不
可　
そ
の
他
詳
し
く
は
、
同

会
事
務
室
☎
544
５
０
３
３
へ　
〈
地

域
包
括
ケ
ア
担
当
〉

●
は
じ
め
て
赤
ち
ゃ
ん
の
た
め
の
育

児
講
座　
日
時
６
月
13
日・20
日
、７

月
４
日（
い
ず
れ
も
水
曜
日
／
全
３

回
）の
午
前
10
時
〜
11
時
30
分　

場

所
児
童
セ
ン
タ
ー「
ぱ
れ
っ
と
」　
対

象
平
成
30
年
２
月
〜
３
月
生
ま
れ
の

お
子
さ
ん（
第
１
子
）と
保
護
者　
※

市
外
在
住
の
方
を
除
く　

内
容
ベ

ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
か
ら
だ
の
話
、

遊
び
の
話　
定
員
12
組（
多
数
抽
選
）　

申
込
往
復
は
が
き
ま
た
は
電
子
メ
ー

ル
に「
は
じ
め
て
赤
ち
ゃ
ん
の
た
め

の
育
児
講
座
」と
、
住
所
・
氏
名（
ふ

り
が
な
）・
電
話
番
号
、
お
子
さ
ん
の

氏
名（
ふ
り
が
な
）・
生
年
月
日
・
性

別
を
記
入
し
、
５
月
15
日（
必
着
）ま

で
に
次
の
送
付
先
へ（
１
人
１
通
の

み
）　

▽
郵
送
＝
〒
196-

８
５
１
１　

市
役
所
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

（
返
信
面
に
も
住
所
・
氏
名
を
記
入
）　

▽
電
子
メ
ー
ル
＝kodom

osien@
city.akishim

a.lg
. 

jp

（
市
か
ら
返
信
で

き
る
よ
う
メ
ー
ル

の
設
定
を
）

　

４
月
分
か
ら
、
支
給
額
が
次

の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま
す
。

＊
特
別
児
童
扶
養
手
当
＝
５
万

１
７
０
０
円（
１
級
）、
３
万

４
４
３
０
円（
２
級
）

＊
特
別
障
害
者
手
当
＝
２
万

６
９
４
０
円

＊
障
害
児
福
祉
手
当
＝
１
万

４
６
５
０
円

☆
詳
し
く
は
、
障
害
福
祉
係
へ
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児

福
祉
手
当
の
支
給
額
を
改
定

　国民健康保険・後期高齢者医療制
度の加入者が亡くなったときは、喪
主の方に葬祭費として５万円を支給
します。
◇ 申請　葬儀を行った日の翌日から
２年以内に、市役所（保険係また
は後期高齢者医療係）へ

◇ 添付書類
＊ 亡くなった方の保険証
＊ 葬儀の会葬礼状または領収書（喪
主名の記載があるもの）など

＊ 喪主の印鑑
＊ 喪主の通帳など、金融機関の口座
番号が分かるもの

☆詳しくは、保険係または後期高齢
者医療係へ。

国民健康保険・後期高
齢者医療制度加入者の
葬祭費を支給

　
家
族
、
親
戚
、
友
人
な
ど
の
身
近

な
人
を
自
死
で
亡
く
し
た
方
の
た

め
の
交
流
会
で
す
。市
外
の
方
も
参

加
で
き
ま
す（
参
加
費
無
料
／
申
込

不
要
）。

◇
日
時　

５
月
20
日（
日
）の
午
後

２
時
〜
４
時

◇
場
所　
あ
い
ぽ
っ
く

☆
詳
し
く
は
、
地
域
保
健
係（
あ
い

ぽ
っ
く
内
）☎
544
５
１
２
６
へ
。

わ
か
ち
あ
い
の
会
の
参
加
者
を
募
集

　
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と
は
、自
殺
を

防
ぐ
た
め
、悩
ん
で
い
る
人
の
話
を

聞
き
、
必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
、
見

守
る
人
の
こ
と
で
す
。

　
「
高
齢
者
へ
の
支
援
」を
テ
ー
マ

に
、
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る

高
齢
者
の
心
理
と
介
入
の
ポ
イ
ン

ト
に
つ
い
て
学
び
ま
す（
参
加
費
無

料
）。

◇
日
時　

６
月
４
日（
月
）の
午
後

２
時
〜
３
時
30
分

◇
場
所　
あ
い
ぽ
っ
く

◇
対
象　

高
齢
者
支
援
に
携
わ
る

方
、
高
齢
者
の
家
族

◇
講
師　
木
田
佐
知
子
さ
ん（
く
に

た
ち
心
理
相
談
室
室
長
）

◇
定
員　
20
人（
申
込
順
）

☆
申
し
込
み
は
、
５
月
８
日
か
ら

地
域
保
健
係（
あ
い
ぽ
っ
く
内
）☎

544
５
１
２
６
へ
。

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
研
修
の
参
加
者
を
募
集

　障害者手帳などをお持ちの方は、障害の
程度により軽自動車税が減免されます。
◇ 対象　次のいずれかに該当する軽自動車
など
＊ 身体障害者などが使用し、条件を満たし
ている（障害者１人につき１台のみ／普通
自動車の減免を受けている場合は不可）

＊ 車検証に「障害者輸送用」などと記載され
ている
＊ 公益のため直接福祉団体などが使用する
※ 条件について詳しくは、問い合わせてく
ださい。
◇ 申請　５月31日までに軽自動車税の納税
通知書（５月上旬に発送予定）、印鑑、運
転免許証、車検証、身体障害者手帳、愛
の手帳などを持って市民税係へ

☆詳しくは、市民税係へ。

軽自動車税を減免

▼ 平成30年度児童育成手当の所得制限額
 （29年中所得から社会保険料相当額８万円控除後の額）

扶養人数 所得制限額 ※ 審査の対象は所得（収入
金額から必要経費に相当
する金額を控除したもの）
で、収入ではありません。
※ 医療費控除や寡婦控除・
老人扶養などがある場
合、一定額を所得から控
除できます。
※ 扶養人数は、地方税法上
の数です。

０人 360万4000円
１人 398万4000円
２人 436万4000円
３人 474万4000円
４人 512万4000円
５人 550万4000円

　

各
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当

し
、
平
成
29
年
中
の
所
得
が
制
限

額
未
満
で
あ
る
場
合
は
、
６
月
分

か
ら
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
平

成
30
年
度
の
所
得
制
限
額
は
、
左

下
の
表
の
と
お
り
で
す
。

　
現
在
受
給
中
の
方
に
は
、
６
月

上
旬
に
現
況
届（
年
度
更
新
の
手

続
き
の
書
類
）を
送
付
し
ま
す
。

　
前
年
度
に
所
得
超
過
な
ど
の
理

由
で
受
給
し
て
い
な
い
方
が
、
今

年
度
該
当
す
る
場
合
は
、
５
月
中

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
手

当
・
医
療
助
成
係
へ
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

【
各
手
当
の
支
給
要
件
】

◎
育
成
手
当
＝
18
歳
に
な
っ
た
後

の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
児

童
を
扶
養
し
て
い
る
父
母
ま
た

は
養
育
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

＊
離
婚
・
行
方
不
明
な
ど
に
よ
り

ひ
と
り
親
家
庭
と
み
な
さ
れ
る

＊
父
ま
た
は
母
に
身
体
障
害
者
手

帳
１
級
・
２
級
程
度
の
障
害
が

あ
る

◎
障
害
手
当
＝
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
20
歳
未
満
の
方
を
扶

養
し
て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育

者
＊
愛
の
手
帳
１
〜
３
度
程
度
、
ま

た
は
、身
体
障
害
者
手
帳
１
級・

２
級
程
度
の
障
害
が
あ
る

＊
脳
性
ま
ひ
、
ま
た
は
、
進
行
性

筋
萎
縮
症
で
あ
る

☆
詳
し
く
は
、
手
当
・
医
療
助
成

係
へ
。

児
童
育
成
手
当（
育
成
手
当
・
障
害
手

当
）の
申
請
を
受
け
付
け


